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とよた市民活動センター管理運営業務仕様書 

 以下に、とよた市民活動センターの管理運営に関し、指定管理者が行わなければな

らない業務の基準を示す。 

なお、この仕様書は作業の大要を示すものであるが、作業遂行にあたり関係法令・

維持基準のあるものについては、それに準じて実施し、また仕様書に示さない事項で

も管理安全上必要な作業については、それを実施するものとする。 

第１ 対象施設の概要 

１ 名称及び所在地 

  とよた市民活動センター 

豊田市若宮町１丁目５７番地１ Ａ館Ｔ－ＦＡＣＥ９階 

２ 設置目的 

  市民活動の健全な発展を図るため 

３ 沿革 

  平成１３年１０月２５日開設 

第２ 指定管理者の管理基準 

１ 休業日 

（１）火曜日 

（２）１２月２９日から翌年１月３日まで 

２ 利用時間 

午前１０時から午後１０時まで 

３ 休業日及び開館時間の変更 

指定管理者は、市長の承認を得て、休館日に臨時に開館し、又は休館日及び開館時間

を臨時に変更することができる。なお、当該変更に伴い管理経費が増加した場合にお

いても市から支払う指定管理料は増額しないものとする。 

 ※市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に開館時間を変更することができ

る。 

４ 利用の許可 

 指定管理者は、施設の利用の許可、不許可及び利用許可の取消し等を行う。ただし、

行政財産の目的外使用の許可は除く。 

第３ 業務内容 

指定管理者の行う業務は、市民活動の拠点施設としての目的を果たすため、施設の



 2

受付、貸出等を含む施設全体の運営業務及び点検、整備並びに清掃等の維持管理業務

等である。 

第４ 人員配置基準等 

１ 施設の管理について総括責任者を配置すること。 

２ 施設の受付、部屋の片付け確認等複数の用件が同時に発生する場合に対しても、

利用者を待たせることのないような職員の配置をすること。 

３ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

第５ 管理運営に関する業務 

指定管理者は、公の施設管理運営の責務を認識して、効率的かつ効果的な施設運営

を心がけ、経費の節減に努めるとともに、創意工夫により、市民が利用しやすいよう

にサービスを向上させること。 

１ 庶務業務 

（１）予算の管理 

予算書の作成、伝票・帳簿類の作成、予算執行状況の把握及び支払い事務 

（２）使用料の徴収・納入 

請求書・領収書の発行、使用料徴収、出納簿作成及び使用料納入事務 

（３）現金管理 

施設使用料等の管理保管 

（４）会計書類その他の文書の整理及び保管 

各種伝票・帳簿、使用料出納簿、その他の文書の整理・保管及び文書の収受 

（５）利用統計の作成 

月別・施設別・曜日別・内容別等の利用件数、人数、利用率及び稼働率の集計 

（６）管理日誌の作成 

１日の業務内容（清掃、点検、修繕、その他維持管理作業等）や市民対応（事

故や苦情等及び対応状況、拾得物の記録・対応等）など日々の管理状況を記録す

ること。なお、市民や利用者から苦情・要望等を受けた場合は速やかにその内容

を検討し、公正かつ迅速な処理を行うとともに、必要に応じて市へ報告すること。 

（７）事業報告 

毎事業年度終了後、４月３０日までに以下の内容を記載した事業報告書を提出

すること。 

ア 管理業務の実施状況及び利用状況 

イ 使用料又は利用に係る料金の収入の実績 

  ウ 管理に係る経費の収支状況 

  エ 前３号に掲げるもののほか、管理実態を把握するため市が必要とする事項 

（８）忘れ物・落し物の処理 

忘れ物・落し物は、相手方がわかる場合は連絡による対応を、わからない場合

は、原則として保安室に届け出ること。また、忘れ物・落し物台帳を作成し、対

応についての記録を残し、必要に応じて市に報告すること。 

（９）損害賠償責任に関する事項 
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   指定管理者は、施設及び設備の管理運営に起因する損害又は傷害についてその

責任を負う。指定管理者は必要に応じて施設管理者賠償責任保険に加入し、その

場合の費用は指定管理者の負担とする。 

（10）その他の業務 

職員の出退管理、その他必要と認める事項。 

２ 受付等運営業務 

「とよた市民活動センター条例」、「とよた市民活動センター管理規則」及び「と

よた市民活動センター施設事務管理手引書（内規）」等（以下「管理手引等」とい

う。）に基づき、市民に安全かつ快適に利用いただき、利用者が主役であることを

念頭においた柔軟な施設運営を行うこと。 

（１）全体 

ア 利用申請の受付 

（ア）管理手引等に則った利用申請、利用取消、利用変更及び使用料等の徴収を

行う。 

（イ）施設設備、貸出備品については、操作方法や使用方法を熟知し、懇切丁寧

に指導説明すること。 

イ 備品、印刷機等の貸出 

（ア）施設の利用に伴う必要な備品の貸出管理、利用説明及び返却確認を行う。 

（イ）印刷機の利用申し込みがあった場合は、必要に応じて利用説明を行う。コ

ピー機及び拡大印刷機については、事務室内での作業となるため、指定管理

者が操作を行う。 

（ウ）作業室にあるその他の機器使用の申し込みがあった場合は、貸出及び使用

説明を行う。 

ウ 団体登録、市民活動情報サイト登録等の受付 

団体登録及び市民活動情報サイト登録等の申し込みがあった場合は、とよた市

民活動センター職員（特別任用職員含む。以下同じ。）へ業務の取次ぎをする。 

エ ロッカー、保管棚の利用等受付 

   管理手引等に則り対応を行う。 

オ 図書、団体掲示板の利用に関すること 

管理手引等に則り対応を行う。 

カ 休館日の案内 

条例、規則に定める日以外に休館する場合は、市に事前に承認を受けるととも

に、「広報とよた」への掲載及びとよた市民活動情報サイト等での周知を市へ依

頼し、館内に案内掲示を行うこと。 

（２）ホール及び研修室の利用 

ア 利用調整 

市は、とよた市民活動センター登録団体（以下、「登録団体」という。）及び官

公庁に対し、「利用調整申請書」による次年度１年間の利用調整を行い、その結

果を指定管理者に通知する。指定管理者は、この日程について優先的に利用を承
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認し、台帳管理をし、円滑な施設利用に努める。 

なお、事前準備に長期間必要な大規模な事業など利用日を早期に確定すること

が必要な事業は、市の判断により、仮予約することができる。 

イ 一般利用者の受付 

利用調整対象事業以外の利用者を一般利用者といい、一般利用者については利

用日の６か月前から受付を行う。ただし、とよた市民活動センターの利用につい

ては特段に受付期限を定めない。 

ウ 使用料の減免 

使用料の減免は、下記のものを対象とする。なお、詳細は「管理手引等」に則

って判断し、減免適用と認められる団体については減免を行う。 

（ア）とよた市民活動センター主催事業 

（イ）とよた市民活動センターにて登録された市民活動団体の行う事業 

（注）ただし事業内容が団体の活動趣旨と異なっている場合は減免対象とはな

らない。 

（ウ）官公庁が実施・所管する事業 

（国・県・市の○○課が申請者となるような場合。地域会議含む） 

（エ）コミュニティ会議、自治区、区長会 

（オ）学校教育関係 

（注）公私立大、高・中・小学校、幼・保育園が利用する場合、施設長(学長・

校長・園長)の責任において認定したものについてのみ減免対象とする（申

請者も施設長とする。）。 

（カ）公共的団体 

（キ）社会教育団体・福祉関係団体等 

（ク）地域活動団体 

（ケ）その他関連団体 

（３）会議室、活動室及び作業室 

ア 利用者 

登録団体及びとよた市民活動センター 

イ 受付 

（ア）会議室、活動室 

①登録団体は利用日の３か月前から受付を行う。 

②とよた市民活動センターについては特段に受付期限を定めない。 

（イ）作業室 

    事前の利用受付はしない。 

（４）その他 

ア 市との連携 

行政財産目的外使用許可等、市の権限に属する申請及び問い合わせがあった場

合は、内容を把握したうえで市と連携して対応にあたること。 

イ その他留意事項 
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   指定管理者は下記の事項について留意すること。 

（ア）相談室１、相談室２、情報交流コーナーの使用、貸出等については、随時

市と指定管理者が協議し、決定すること。 

（イ）とよた市民活動センター職員は、その職務遂行のため、事務室の扉の鍵を

各自所持し、必要に応じ休日及び開館時間外の施設への出入りを行うことが

できる。 

３ 緊急時対応業務 

（１）各種研修・訓練への参加 

   豊田まちづくり（株）が行う各種研修・訓練（地震、防火、非常通報訓練等、

年５回程度）へ積極的に参加すること。なお、訓練は午前９時から行われること

が多いため、人員配置に注意すること。 

（２）緊急対応体制の確立 

市及び豊田まちづくり（株）と協議のうえ、事故や災害時（警報発令時含む）

など迅速かつ的確に情報を伝達するとともに、対応できる体制を確立すること。 

ア 緊急対応体制表を作成し、事務所内に掲示すること 

イ 初期消火、避難誘導、関係機関への通報 

ウ 利用者のケガ等の対応（救急車・応急措置） 

エ 立入検査への立会い 

（３）届出書類の作成 

緊急対応マニュアルの作成及び市への提出 

（４）その他 

災害時等、緊急時の対応は、豊田まちづくり（株）の指導に基づき行動するこ

と。 

４ 接遇に関すること 

（１）来館または電話等による用件等に対しては、やさしく丁寧に、かつ適切な応対

を心掛けること。 

（２）用件等に対して不明な点があれば、手を尽くして調べ、予想回答はしないこと。

それでもわからない場合は、後日速やかに回答できるよう努めること。 

（３）業務で得た情報を他に漏らさないようにすること。 

（４）他の利用者に迷惑をかける人に適切な対応をすること。 

（５）公共施設であることを十分認識し、接遇には配慮すること。 

第６ 日常管理・安全管理に関する業務 

施設を常に適正かつ安全に維持するために、施設の保守点検を実施するとともに、

職員による日常点検、簡易修繕を実施する。 

異常を発見した場合は市及び豊田まちづくり（株）と協議のうえ対処すること。た

だし、緊急を要する場合は、ただちに豊田まちづくり（株）へ連絡すること。 

１ 指定管理者による日常の保守点検業務等 

（１）施設の保守管理、予防保全業務 
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  ア 外観点検、雨漏り、クラック（ひび割れ）、破損の有無等の確認及び修繕（※

簡易なもの） 

イ 施設の安全管理 

（ア）設備・機器類の運転と停止操作（空調設備他） 

（イ）使用終了後の備品類及び施設本体の点検 

（２）備品の管理保全 

  ア 各種備品の保管状況の確認、機能の確認及び数量確認 

  イ 必要に応じた備品修繕 

（３）電気・防災 

   点検項目 

ア 照明器具の状態確認（※電球交換は保安室へ依頼する） 

  イ 消火器の点検（位置確認、封印切れの確認） 

ウ 誘導灯の点灯確認 

エ 避難通路の確保 

オ 消火栓点検（表示灯の点灯・点滅、ホース等） 

カ 利用者に対する指導（定員の遵守、喫煙場所の指導、危険物の持込み確認） 

（４）給排水等 

   点検項目 

  ア 多目的トイレ、湯沸室のつまりや水漏れ確認 

  イ 多目的トイレ床排水トラップ確認（臭気） 

（５）空調（冷暖房） 

  ア 操作及び保守 

（ア）省エネ運転（利用状況に応じ対応） 

  （イ）温度調整（季節に応じて） 

  （ウ）機器の運転時異常音確認 

  イ 異常時の復旧及び対処 

    冷暖房の効きの不良への対処 

（６）清掃、ゴミ処理 

ア 施設内の整理整頓、貸出施設を含めた日常清掃を行い、清潔な状態を保つこ

と。なお、モップ拭き、ワックスがけ等の定期清掃については、市が契約を結

んだ業者が行うものとする。 

  イ 豊田まちづくり（株）の指定する分別ルールに従い、ゴミの分別処理を徹底

すること。また、イベント等で発生したゴミ等は、主催者が処理するよう指導

すること。 

２ 定期保守点検 

  年１回以上の定期的な点検が必要な設備 

（１）シャッター 

（２）空調機器 

３ 修繕関係業務に関すること 
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（１）指定管理者は、市と協議の上で、日常的小規模修繕（１件あたりの上限は５０

万円）を実施するものとする。 

（２）指定管理料に含める修繕料は、年間３０万円円を基本として年度協定書に定め

る金額とする。なお、当該修繕料に剰余金が発生した場合には、市が指示する方

法により、市に返還するものとする。 

（３）日常的小規模修繕は、指定管理料に含まれる予算を優先して執行するものとす

る。 

（４）緊急に対応を要する修繕案件に関しては、市との協議の上で、その金額に関わ

らず指定管理者による修繕実施を要請する場合がある。なお、この場合の財源に

ついては、指定管理者の新たな自己負担が生じることのないよう適宜調整を図る

ものとする。 

（５）指定管理者が修繕を実施した場合には、市が指示する方法により、市に対して

実施結果を報告しなければならない。 

４ その他日常管理、安全管理に関すること 

（１）開館時の開場準備 

（２）閉館時の確実な施錠及び鍵の保管 

（３）退館時における警備室への記録簿の提出 

（４）利用終了後の鍵･窓の施錠、消灯、空調機器等の電源 OFF、火気類の処理 

（５）高所作業（足場の高さ２ｍ以上）は行わないこと。 

（６）高所以外の作業については、安全性を確保して実施すること。 

（７）利用者、業者等に対する鍵の確実な貸出と返却及び管理の徹底 

（８）利用者からの苦情があった場合は速やかに市へ報告すること。 

（９）ポスター及びチラシ類の整頓 

（10）翌利用日の準備 

（11）事務所内にある現金及び切手・ハガキ等の現金同様のものの保管については万

全を期すること。 

（12）出入口、通路の通行妨害物の除去 

（13）掲示物、棚等の落下物、転倒物の早期発見と対処 

（14）不審物の早期発見と対処 

（15）ガラスのひび割れ、滑りやすい床面の早期発見と対処 

（16）設備、備品類の危険な損傷の早期発見と対処 

（17）災害時等、緊急時の対応は、豊田まちづくり（株）の指導に基づき行動するこ

と。 

（18）その他日常管理、安全管理に関すること。 

第７ その他事項 

１ 報告、伝達に関すること 

（１）日々の業務報告書の正確な記入と確実な提出をすること。 

（２）翌日に報告すべきことについて速やかに適切な伝達をすること。 
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２ その他 

（１）当該業務の従事者に欠員が生じた場合は、業務に支障無きよう、事前研修等を

実施した者を代行すること。 

（２）施設管理・運営にあたっては管理運営上のルールを熟知し、市及び豊田まちづ

くり（株）との報告、連絡、相談を怠らないこと。 

（３）当施設は、市民活躍支援課職員も常駐し、業務を行っている。このため、備品

管理、費用負担等、他の指定管理施設とは運用が異なる場合があるので注意する

こと。 

（４）以上、本仕様書に定めのなき事項は、その都度、市と指定管理者が協議のうえ

業務を遂行すること。 





物品出納簿

所属ｺｰﾄﾞ ： AW01 所属名 ： 市民活躍支援課とよた市民活動センター

分類記号 備品番号 旧備品番号 備品名 メーカー・規格 購入単価(万円) 購入年月日 購入先 取得区分 取得(今年度) 処分(今年度) 管理開始年月日 保管場所 保管所属ｺｰﾄﾞ ｶﾃｺﾞﾘ 備考 中分類CD 中分類
A 00-01318 A-1 事務机基本型 ライオンSDNFA１８１４KD 9 2001/10/1 豊和事務機 新規購入 2001/10/1 執務室１ AW01010
A 00-01319 A-2 事務机連結型 ライオンSDNFA１８１４KD 6 2001/10/1 豊和事務機 新規購入 2001/10/1 執務室１ AW01010
A 00-01320 A-3 演台 イトーキLCG-104S-13 17 2002/1/1 かもめ堂 新規購入 2002/1/1 ホール AW01010
A 00-02738 A-1 カウンター ライオン　ECX-99R 6 2002/3/1 トヨダ事務機 新規購入 2002/3/1 事務室 AW01010
B 00-35524 B-32 椅子 ｵｶﾑﾗCE54DZ 8 1999/2/1 豊田共栄ｻｰﾋﾞｽ(株) 管理換え 1999/2/1 執務室１ AW01010
B 00-35529 B-37 椅子 ｵｶﾑﾗCE54DZ 8 1999/2/1 豊田共栄ｻｰﾋﾞｽ(株) 管理換え 1999/2/1 執務室１ AW01010
B 00-35567 B-75 椅子 ｵｶﾑﾗCE54DZ 8 1999/2/1 豊田共栄ｻｰﾋﾞｽ(株) 管理換え 1999/2/1 執務室１ AW01010
B 00-35568 B-76 椅子 ｵｶﾑﾗCE54DZ 8 1999/2/1 豊田共栄ｻｰﾋﾞｽ(株) 管理換え 1999/2/1 執務室１ AW01010
B 00-35570 B-78 椅子 ｵｶﾑﾗCE54DZ 8 1999/2/1 豊田共栄ｻｰﾋﾞｽ(株) 管理換え 1999/2/1 執務室１ AW01010
C 00-01328 C-15 演壇 ライオン№６８２A 12 2001/10/1 豊和事務機 新規購入 2001/10/1 倉庫４ AW01010
C 00-02739 C-1 キッチンケース ライオン　RK－２６ 7 2002/3/1 トヨダ事務機 新規購入 2002/3/1 事務室 AW01010
C 04-00964 書架 コクヨ　ＢＬ－３１２１２ＮＮ 5 2005/2/25 デスクサイト・ハラダヤ 新規購入 2005/2/27 情報コーナー AW01010
C 04-00965 書架 コクヨ　ＢＬ－３１２１２ＮＮ 5 2005/2/25 デスクサイト・ハラダヤ 新規購入 2005/2/27 情報コーナー AW01010
C 05-02881 スクールロッカー コクヨ　SLK-HT9GF1 5 2006/3/31 (有)豊和事務機 新規購入 2006/3/31 作業室 AW01010
C 05-02882 スクールロッカー コクヨ　SLK-HT9GF1 5 2006/3/31 (有)豊和事務機 新規購入 2006/3/31 作業室 AW01010
C 06-00845 壁設置式展示用ボード アスカCB307、CB305 5 2006/12/27 (有)豊和事務機 新規購入 2006/12/27 執務室１、廊下 AW01010
C 07-02330 プレゼンボード ライオンSB－PR１８９A 8 2008/3/31 豊和事務機 新規購入 2008/3/31 活動センターロビー AW01010
C 08-00237 L形ムーバブルパネル コクヨPP-LMC18615F2HYLC 12 2008/6/25 豊和事務機 新規購入 2008/7/10 情報コーナー AW01010
D 00-01329 D-3 電動パンチ ライオンE235 6 2001/10/1 教育産業 新規購入 2001/10/1 作業室 AW01010
D 00-01330 D-4 裁断機 リソーK40 23 2001/10/1 教育産業 新規購入 2001/10/1 作業室 AW01010
D 00-01331 D-5 紙折り機 リソーR31Ⅱ 16 2001/10/1 教育産業 新規購入 2001/10/1 作業室 AW01010
E 00-01338 E-24 コンピュータソフト（イラストレーター） アドビイラストレーター10.0 7 2002/2/1 エイデン 新規購入 2002/2/1 執務室１ AW01010
E 00-02740 E-1 パソコン 東芝 SATELITEL18080C 19 2002/2/1 ㈱ワキタ商会 新規購入 2002/2/1 事務室 AW01010
E 01-00788 3234 ノート型パソコン 富士通//lgwan09 10 2003/3/20 富士通（株） 管理換え 2007/3/15 事務室 AW01010
E 06-01961 パソコン Lenovo3000 N100 Notebook 0768C7J 13 2007/3/29 リコー中部㈱ 新規購入 2007/3/30 事務室 AW01010
E 07-02341 フォトショップ アドビ社製　CS3 9 2008/3/31 ㈱ヤマダ電機 新規購入 2008/3/31 執務室１ AW01010
E 08-00870 ノートパソコン NEC Lavie PC-LN530RJ6M 13 2009/1/7 杉屋事務器 新規購入 2009/1/7 相談室２ AW01010
E 10-00278 デスクトップパソコン HP Conpaq6000ProSFF PC /HP LE1711 10 2010/7/31 ㈱杉屋事務機 新規購入 2010/7/31 執務室１ AW01010 市民開放用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄPC
E 10-00279 ノートパソコン HP ProBook4520s 9 2010/7/31 ㈱杉屋事務機 新規購入 2010/7/31 執務室１ AW01010 ｻｲﾄ運営用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄPC
E 10-00492 デスクトップパソコン NEC PC-MY18XASCUVSA 14 2010/10/1 ㈱池田事務機 新規購入 2010/10/1 執務室1 AW01010 窓口用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄPC
E 11-01239 ノートパソコン 東芝　PB551DEBNR7C51 9 2012/2/17 ㈱栗田商会 新規購入 2012/2/17 執務室１ AW01010 団体貸出用
G 00-01344 G-16 電動スクリーン ライオンEA-V120BU 26 2001/10/1 豊和事務機 新規購入 2001/10/1 ホール AW01010
G 00-01345 G-17 スピーカー ラムサ 5 2001/10/1 ㈲中央電器 新規購入 2001/10/1 倉庫３ AW01010
G 00-01346 G-18 スピーカー ラムサ 5 2001/10/1 ㈲中央電器 新規購入 2001/10/1 倉庫３ AW01010
G 00-01347 G-19 ポータブルイベント用アンプ ラムサ 39 2001/10/1 ㈲中央電器 新規購入 2001/10/1 倉庫３ AW01010
G 00-01348 G-22 移動式スクリーン エプソン 5 2002/2/1 ワキタ商会 新規購入 2002/2/1 倉庫３ AW01010
G 05-02880 ワイヤレスアンプ パナソニック　WX-281C 9 2006/3/31 (有)豊和事務機 新規購入 2006/3/31 倉庫３ AW01010
H 00-01349 H-20 液晶プロジェクター エプソンELP-810 45 2002/2/1 ワキタ商会 新規購入 2002/2/1 倉庫３ AW01010
H 00-01350 H-21 書画カメラ エプソンELPDC-03 12 2002/2/1 ワキタ商会 新規購入 2002/2/1 倉庫３ AW01010
H 06-00540 液晶プロジェクター Panasonic　TH-LB50NT 22 2006/7/31 教育産業㈱豊田営業所 新規購入 2006/7/31 倉庫３ AW01010
H 11-00109 プロジェクター エプソンEB-1750 8 2011/6/8 教育産業㈱豊田営業所 新規購入 2011/6/8 相談室２ AW01010
H 11-00287 プロジェクター カシオ　XJ-A140V 9 2011/6/29 （株）栗田商会 新規購入 2011/6/29 事務室 AW01010
J 00-02741 J-1 血圧計 ウエダヴァンセ　UDEX-APG１ 41 2002/3/1 ㈱中部化成薬品 新規購入 2002/3/1 事務室 AW01010
J 00-02742 J-2 体内脂肪・活力年齢計 ウエダヴァンセ 活齢 KKSA-1 33 2002/3/1 ㈱中部化成薬品 新規購入 2002/3/1 事務室 AW01010
J 14-00254 ＡＥＤ　B14B-03306 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ﾊｰﾄｽﾀｰﾄFRx 21 2014/6/27 （株）名古屋医理科商会 三河営業所 管理換え 2014/7/28 とよた市民活動センター・とよた子育て総合支援センター AW01010
Q 00-01352 Q-12 会議用折りたたみ机台車 ライオンLS-17 5 2001/10/1 豊和事務機 新規購入 2001/10/1 倉庫４ AW01010
Q 00-01353 Q-13 会議用折りたたみ机台車 ライオンLS-17 5 2001/10/1 豊和事務機 新規購入 2001/10/1 倉庫４ AW01010
Q 00-01354 Q-14 会議用折りたたみ机台車 ライオンLS-17 5 2001/10/1 豊和事務機 新規購入 2001/10/1 倉庫４ AW01010
Q 00-01355 Q-25 パネル台車(900) プラスVP91 6 2002/2/1 ㈱篠田商会 新規購入 2002/2/1 倉庫４ AW01010
Q 00-01356 Q-26 パネル台車(1200) プラスVP121 6 2002/2/1 ㈱篠田商会 新規購入 2002/2/1 倉庫４ AW01010
Q 00-03796 Q-4 台車(展示パネル用) ﾌﾟﾗｽ　VP120 8 2001/4/1 鈴木室内装飾 管理換え 2010/3/1 倉庫４ AW01010
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